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第１章 計画の概要 

第１章  計画の概要 

 

１ 計画の背景と目的 

 

平成２５年（２０１３年）住宅・土地統計調査（総務省）によると、松本市

の空家数は１８，８４０戸、空家率（全住宅総数に占める空家の割合）は 

１６．４％であり、全国平均の空家率１３．５％を上回る分析結果となってい

ます。 

超少子高齢型人口減少社会を迎え、地域における家族構成や社会的ニーズの

変化、既存の住宅や建築物の老朽化に伴い、全国的に空家等の数が年々増加し

ています。 

利活用されずに適切な管理が行われていない空家等が増加することは、安全

性の低下、公衆衛生の悪化、景観阻害等の問題を生じさせ、地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。 

本市においても、空家等の増加及びこれがもたらす問題が顕在化してきてお

り、市民の生命、身体又は財産の保護や、生活環境の保全のため、平成２６年

（２０１４年）７月１日には「松本市空き家等の適正管理に関する条例」を施

行するなど空家等に対する対応を進めてきました。 

このような状況の中、平成２７年（２０１５年）５月２６日に「空家等対策

の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）が全面施行されました。法

では、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等を「特定空家等」と定義

し、市町村長が特定空家等に対する立入調査、助言・指導、勧告、命令及び行

政代執行を行うことができるものと定め、命令違反者に対する罰則を含め、適

切な措置を講ずることとしています。 

また、市町村長は、計画策定や、運用を進める協議会を設置するとともに、

空家等に関するデータベースを整備するなど、空家等やその跡地の有効活用を

促進することとしています。 

「松本市空家等対策計画」は、市民の安全及び生活環境を保全するため、空

家等対策に関する本市の基本的な取組姿勢や方針を市民に示すものです。 

本計画に基づき、空家等対策を総合的かつ計画的に推進していきます。 

 

※「空き家」の表記について 

 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に合わせ、本計画では「空家」と表記します。 

ただし、「空き家バンク」等の固有名詞となっているものについては、そのまま表記します。 
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第１章 計画の概要 

２ 計画の位置付け 

 

本計画は、法第５条に基づき国土交通大臣及び総務大臣が定めた「空家等に

関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」（以下「基本

指針」という。）及び「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図る

ために必要な指針」（以下「ガイドライン」という。）に即して策定するもので、

関連計画・施策との整合・連携を図り、空家等対策の総合的な計画として位置

付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住生活基本計画（全国） 

長野県住生活基本計画 

（長野県住宅マスタープラン） 

松本市総合計画 

（第１０次基本計画） 

松本市住宅マスタープラン 

 

松本市空家等対策計画 

 

松本市都市計画マスタープラン 

 

松本市立地適正化計画 

松本市地域づくり実行計画 

松本市中心市街地活性化 

のための商業ビジョン 

空家等対策の推進に 

関する特別措置法 

松本市空き家等の適正管理に関する条例 

即す 

連携 

連携 

即す 

即す 

即す 

即す 

則す 

連携 
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第１章 計画の概要 

３ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、平成３１年（２０１９年）度を初年度として平成４０

年（２０２８年）度までの１０年間とします。 

法では、附則において法の施行後５年を経過した場合において、必要がある

と認めるときは、法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措

置を講ずるものとされています。 

そのため、計画期間内であっても施策の実施状況や目標の達成状況を考慮し、

必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 

 

 

４ 空家等の定義 

 

本計画で対象とする空家等の定義は、法第２条で定めるとおり建築物又はこ

れに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地（立木その他土地に定着する物を含む。）をいいます。

ただし、国又は地方公共団体等が所有し、又は管理するものを除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 
H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

空家等対策計画 
          

建築物又は附属する工作物であって、居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地 

・倒壊、著しく保安上危険のおそれのある状態 

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われず著しく景観を損なっている状態 

・その他生活環境の保全から放置することが不適切な状態 

【空家等】 

【特定空家等】 
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第１章 計画の概要 

※ 「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態を

いい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことが１つの基

準とされている。 

（基本指針から抜粋） 

 

５ 計画の対象地区 

 

市内全域に空家等が見られることから、本計画における空家等に関する対策

を実施する対象地区は、「松本市全域」とします。 

ただし、今後、空家等の発生要因、空家実態調査の状況、地域特性等から分

析、検討し、必要に応じて重点対象地区を設定します。 

 

 

６ 空家等の種類 

 

本計画において対象とする空家等の種類は、空住居（別荘等二次的住宅、賃

貸又は売却用の住宅等を含む。）、空店舗、空工場、空事務所等とし、空家の状

態としては、適切に管理されている空家（活用可能な空家）と管理不全空家や

特定空家等で周辺に悪影響を与える空家があります。 
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第２章 空家の現状と課題 

第２章  空家の現状と課題 
 

１ 全国及び長野県の現状 

 

総務省の平成２５年（２０１３年）住宅・土地統計調査（平成２５年 

（２０１３年）１０月１日基準日）によると、全国の住宅総数６，０６３万戸

のうち、空家が８２０万戸で、空家率（総住宅数に占める空家の割合）は 

１３．５％と過去最高となっています。 

また、長野県は住宅総数９８万２，２００戸の うち、空家が

１９万４，０００戸で、空家率は１９．８％となり５年前の前回調査に比べ

０．４％上昇しました。空家率は、山梨県の２２．０％に続いて全国２番目の

高さとなっています。 

 

 

 

                    

                    

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
空き家率の高い都道府県 空き家（その他の住宅）率の高い都道府県 

全国平均 １３．５％ 全国平均 ５．３％ 

山梨県 ２２．０％ 鹿児島県 １１．０％ 

長野県 １９．８％ 高知県 １０．６％ 

和歌山県 １８．１％ 和歌山県 １０．１％ 

高知県 １７．８％ 徳島県 ９．９％ 

徳島県 １７．５％ 香川県 ９．７％ 

愛媛県 １７．５％ 島根県 ９．５％ 

香川県 １７．２％ 愛媛県 ９．５％ 

鹿児島県 １７．０％ 山口県 ８．９％ 

 

図 全国の空き家の種類別推移  

図 都道府県別の空き家率について  

出典 住宅・土地統計調査（総務省） 

 

出典 平成２５年度住宅・土地統計調査（総務省） 

［空き家の種類］ 

二次的住宅：別荘及びその他（たまに寝泊まりする人がいる住宅） 

賃貸用又は 

売却用の住宅：新築・中古問わず、賃貸又は売却のために空き家にな 

っている住宅 

その他の住宅：上記の他に人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・ 

入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅 

や建て替えなどのために取り壊すことになっている住 

宅など 



 

－ 6 － 

 

第２章 空家の現状と課題 

                                                  

２ 松本市の現状 

 

平成２５年（２０１３年）に実施した住宅・土地統計調査では、住宅総数 

１１５，１４０戸のうち、別荘・賃貸等を含む空家が１８，８４０戸で、空家

率は１６．４％となり、５年前の前回調査に比べ１．７％減少しています。こ

の数値は、全国平均と比較すれば高く、長野県平均と比較すれば低い状況にあ

ります。 

また、空家総数から別荘・賃貸等を除いた、その他住宅の空家は、

７，０４０戸と５年前の前回調査から９７０戸増加しています。 

本市では、抽出調査である住宅・土地統計調査とは別の手法として、平成 

２９年（２０１７年）度版住宅地図を用いて、空家の表示がされているものを

基本に各町会に確認をいただき、地区別の空家数を次頁のとおり把握しました。 

 

 

出典 住宅・土地統計調査 
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松本市の空き家の状況 （出典 住宅・土地統計調査）
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割合

図 松本市の空き家の状況  

S63

（1988）

H5

（1993）

H10

（1998）

H15

（2003）

H20

（2008）

H25

（2013）

住宅総数 69,110 75,960 86,620 93,070 106,930 115,140

空家総数 7,710 6,050 9,680 13,160 19,350 18,840

その他の住宅 0 0 0 3,700 6,070 7,040

割合 11.2% 8.0% 11.2% 14.1% 18.1% 16.4%

▲H
1
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第２章 空家の現状と課題 

 

表 住宅地図上の空家数等及び世帯数の地区別の状況 

地区名 
空家数 

Ⓐ 

地区別

空家数

の割合 

Ⓐ/Ⓑ 

世帯数 

Ⓒ 

地区別

世帯数

の割合 

Ⓒ/Ⓓ 

  地区名 
空家数 

Ⓐ 

地区別

空家数

の割合 

Ⓐ/Ⓑ 

世帯数 

Ⓒ 

地区別

世帯数

の割合 

Ⓒ/Ⓓ 

第一 18 0.6% 793 0.8%   神林 30 1.1% 1,868 1.8% 

第二 73 2.6% 1,431 1.4%   笹賀 53 1.9% 4,526 4.3% 

第三 80 2.8% 1,929 1.8%   芳川 114 4.0% 7,597 7.2% 

東部 106 3.7% 1,713 1.6%   寿 41 1.4% 5,968 5.7% 

中央 39 1.4% 1,202 1.1%   寿台 25 0.9% 1,372 1.3% 

城北 90 3.2% 3,640 3.5%   岡田 90 3.2% 3,061 2.9% 

安原 75 2.6% 2,259 2.2%   入山辺 81 2.8% 873 0.8% 

城東 67 2.4% 1,935 1.8%   里山辺 160 5.6% 5,305 5.0% 

白板 75 2.6% 2,966 2.8%   今井 42 1.5% 1,553 1.5% 

田川 63 2.2% 1,944 1.9%   内田 30 1.1% 983 0.9% 

庄内 143 5.0% 6,884 6.5%   本郷 247 8.7% 6,568 6.2% 

鎌田 190 6.7% 8,969 8.5%   松原 16 0.6% 1,211 1.2% 

松南 26 0.9% 2,571 2.4%   四賀 187 6.6% 1,951 1.9% 

島内 118 4.2% 5,290 5.0%   安曇 83 2.9% 727 0.7% 

中山 52 1.8% 1,367 1.3%   奈川 65 2.3% 329 0.3% 

島立 69 2.4% 2,835 2.7%   梓川 68 2.4% 4,691 4.5% 

新村 38 1.3% 1,307 1.2%   波田 155 5.5% 6,172 5.9% 

和田 30 1.1% 1,488 1.4%   合計 Ⓑ 2,839 100% Ⓓ 105,278 100% 

 

 

※  空家数は日々変化していきますが、空家等対策を進める上では、その数や 

実態を把握することが大切です。 

また、空家等対策は地域の課題でもあることから対策を進める上では、情

報提供や空家等問題に対する意識の向上、地域コミュニティの維持や活性化

に向けた利活用に対する理解の促進など、様々な面での地域の方と連携・協

働が重要となります。地域と連携した空家の情報も含めデータベース化を図

り、空家等対策を推進します。 

   

 

（平成３１年（２０１９年）１月１日現在の世帯数） 
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第２章 空家の現状と課題 

３ これまでの空家に関する対策等と取組み 

 

 

年  度 対  策  等 取 組 み 

平成１９年度 

（２００７年度）～ 

移住者への空家の紹介 

 

空家所有者からの希望を受けて、

ホームページなどにより移住者

に向けて空家情報の発信を実施 

平成２４年度 

（２０１２年度）～ 

第１回空家対策関係課長会議 

 

対策の方向性について庁内で協

議 

平成２４年度 

（２０１２年度） 

町会による空家・空地調査の実施 

 

管理が十分でない空家、空地問題

に関し、実態調査を実施 

平成２６年度 

（２０１４年度） 

松本市空き家等適正管理に関する

条例施行 

 

市民の安全で安心な生活の確保

と良好な生活環境を保全する。 

平成２６年度 

（２０１４年度）～ 

平成２７年度 

（２０１５年度） 

松本市空家活用に関する有識者会

議開催 

空家を未活用の資産、資源とし

て、活用方法等について検討 

平成２６年度 

（２０１４年度） 

空家等所有者アンケート調査 

（実施期間：平成２７年２月２６日～

３月２５日） 

空家対策の方向性を検討するた

め、空家所有者の意向を把握 

平成２７年度 

（２０１５年度） 

空家等対策の推進に関する特別措

置法施行 

 

平成２７年度 

（２０１５年度）～ 

第１回長野県空家対策市町村連絡

会の開催 

空家の適切な管理及び利活用に

向けた取組みを長野県と市町村

が連携して行う。 

平成２８年度 

（２０１６年度）～ 

信州まちなかリノベーション推進

事業 第１回空家見学会 

遊休不動産をリノベーションに

より活用し市場流通させるため、

所有者と起業や居住希望者の接

点となる機会の創出と担い手を

育成することを目的とする。 

 

平成２８年度 

（２０１６年度）～ 

松本地域シルバー人材センターと

の協定による空家管理 

 

空家の管理 

平成２９年度 

（２０１７年度）～ 

三世代家族支援事業 三世代同居、近居を始める家族

に、住宅取得や住宅リフォーム等

の費用に対する補助 
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平成２９年度 

（２０１７年度） 

空家総合相談窓口を設置 空家対策の強化を図るため、総合

相談窓口を建設部都市政策課に

設置 

 

 

４ 空家等所有者アンケート調査結果 

 

空家所有者の意向を把握し、空家対策の方向性を検討するため、空家と想定 

される建物のうち所有者が特定できた８６０人に、郵送で利活用や管理に関す 

るアンケート調査を行ったところ４７０件（５４.７％）の回答が得られまし 

た。主な調査結果は以下のとおりです。 
 

⑴  主な結果 

ア 建物の利用状況 

建物の利用状況については、日常的な利用がある方が６５％を占めまし 

た。 

一方で、利用していない回答は２３％であり、売却や活用がされないま 

ま放置されれば、危険な空家となる可能性もあると推測されます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

18%

24%

5%18%

5%

4%

3%

23%

日頃から住んでいる

物置・倉庫等として、日常的に利用

仕事場・作業場等として、日常的に利用

他人に貸している（他人が日常的に居

住、利用）

時々過ごす家として利用（週末や年末年

始などに利用し、普段は不在）

売り出している（売却のため空家となっ

ている）

一時的に住んでいない（転勤・入院など

のため、長期にわたって不在）

利用していない（現在は、日常的、定期

的な利用がほとんどない）

65% 
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イ 建物を取得した時の状況 

    日常的な利用実態のない建物のうち、５５％が相続による取得でした。

一般的に空家となる大きな要因は相続によるものと言われており、本市

においても同様の傾向が見られます。 

 

 

 

ウ 空家となった要因 

空家となった要因は、「居住者が死亡し、その後居住する人がいないた 

め」としたものが３３％を占めました。同居する子・孫などがいない場 

合は、相続の段階から日常的な利用がされない空家となる恐れが高いと 

推測され、今後も高齢者の独居住宅については空家となる可能性が高く 

なります。 

 

 

13%

18%

55%

3%
11% 新築を購入

中古を購入

親や祖父母などからの相続

譲渡された

その他

14%

5%

21%

15%

12%

33%

仕事、子どもの就学の関係で、他へ住み替えた

ため

結婚や子供の成長などに伴って建物が手狭とな

り、他へ住み替えたため

土地の面積や道路への接続などの制約から建て

替えや増築等ができず、他へ住み替えたため

親や子の世帯と一緒に住むため、他へ住み替え

たため

居住者が、施設へ入所、入院等したため

居住者が死亡し、その後居住する人がいないた

め
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エ 空家等活用の意向 

空家等活用の意向は、「売却したい」「貸したい」としたものは４９％ 

を占めました。 

       一方で、「取り壊したい」としたものは２１％を占め、活用意向が分か 

れているため、それぞれの意向に応じた対策を講じる必要があります。 

 

 

 

 

オ 取壊しできない理由 

取壊しができない理由としては、５９％が費用負担の大きさを挙げ、 

９％が固定資産税の減免がなくなることを挙げました。 

 

 

 

32%

17%
21%

19％

11%

, 
他人に売却したい

他人に貸したい

取り壊したい

売却・賃貸しない

その他

49%

59％

9%

9%

23％ 取壊しに要する費用負担が大きいか

ら

取り壊して更地にすると固定資産税

が減免されなくなるから

特に理由はない

その他
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カ 管理の主体 

所有者自身など誰かが管理しているとした回答は９２％を超え、誰も 

管理していないとした回答は７％でした。 

 

 
 

 

キ 管理の頻度 

管理の頻度は、月１回以上の管理を行っている割合が４８％に達しま

した。一方で、「ほとんどしていない」、「一度もしたことがない」とした

割合は１１％でした。 

 

 

 

78%

6%

1％
6%

1%

7%

1%

所有者自身や家族

上記以外の親族

空き家等の近所の方、知人

不動産業者

空家等管理業者

誰もしていない

その他

92%

20%

28%

18％

12%

11％

8％

3%

週１回程度

月１回程度

３～４カ月に１回程度

半年に１回程度

１年に１回程度

ほとんどしていない

一度もしたことがない

48%
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ク 管理上の課題 

管理上の課題としては、「手間が大変」「居住地から遠い」とした回答が 

それぞれ２３％、「年齢等の負担」とした回答が１８％でした。 

 

 
 

 

ケ 緊急時の連絡先 

空家等に問題が生じた場合の緊急時連絡先については、町会長や近所

の方に伝えている割合は３７％でした。一方で、誰にも伝えていない割合

は４８％に達しました。 

 

 
 

 

 

23%

4%

18%

23%

4%

21%

7%
管理の手間が大変

管理の委託料・謝礼が高い

年齢や身体的負担が大きい

居住地から遠い

管理を頼める人や業者がいない

困る事はない

その他

5%

32%

48%

15%

地元町会（町会長）に伝えている

近所の方に伝えている

特に伝えていない

その他

37%
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コ 空家等の活用に向けて必要と思う取組み 

空家等の活用に向けて必要と思う取組みについては、「行政が関わる紹 

介等」、「相談窓口等の整備」とした回答がともに２１％、続いて「民間に 

よる流通促進支援」とした回答が１９％でした。 

 

 

 

 

※ その他 

【建物の建築年次】（固定資産情報に基づく集計） 

 アンケート対象とした建物８６０件のうち、 

  旧耐震基準で建築（増築）された建物６７１件（７８％） 

新耐震基準で建築（増築）された建物１８９件（２２％） 

であり、空家と想定された建物の多くが現行耐震性能を満たしていないと推測されます。 

  

※ 旧耐震基準とは・・・建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構

造の基準で、昭和５６年（１９８１年）５月３１日までの建築確認において適用されて

いた基準をいう。 

 

 

 

21%

19%

21%

9%

10%

9%

9%

2%
行政が関わる物件の紹介・仲介制度

民間（不動産業者や建築士等の専門家）による空家

流通促進に向けた支援

空家の適正管理、流通・活用に関する相談窓口や相

談員の整備

子育て世帯や高齢者の居住に対応した空家等改修支

援事業

活用に向けた建物の性能診断、耐震診断や老朽化の

診断などの制度・体制

地域コミュニティを維持・生み出すための空家活用

相談体制整備

空家活用事例の紹介

その他
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５ 空家等対策の課題 

 

アンケート調査や市の窓口相談等から見えてきた空家等対策の課題につい

て、以下のとおり整理しました。 

 

課題１ 建物所有者・管理者の理解不足 

・適切な管理を求めても対応しない所有者が多数おり、空家所有者としての当

事者意識が希薄な傾向があることから、建物管理の必要性や周辺環境への影響

について理解を深めるよう啓発を行う必要があります。 

・居住者がいない日常の管理がされない建物は、老朽化が早く進む傾向にあり

ます。 

・単身高齢世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加の傾向にあり、相続時に空家等

になる傾向が非常に高くなっています。相続登記や相続協議がされなかったり、

相続放棄されることもあることから、空家等になる前に、日ごろから後々の土

地建物の利用方法について家族等で話し合っておくことが重要です。 

 

課題２ 適切に管理されていない空家等 

・管理の手間、高齢及び遠方に居住しているなどの理由により、十分に管理で

きていない状況があることから、本人に代わって定期的に点検・連絡・管理で

きる仕組みづくりを検討する必要があります。 

・近隣住民による見守りや地域コミュニティの向上を図ることで、生活環境へ

の影響が増大する前に、早期に対処できる仕組みづくりが必要です。 

・建物を解体し更地にすると土地の固定資産税等の負担が増加するため、解体

をされないケースがありますが、適切に管理されない場合の所有者等の責任や、

特定空家等となり勧告された場合の住宅用地特例の適用除外についての周知

が必要です。 

 

課題３ 利活用を促進する仕組みづくり 

・市民等が、既存住宅の維持管理やリフォームなどを安心して行える環境の整

備や、中古住宅の流通を活性化させる取組みを進める必要があります。 

・昭和５６年以前の旧耐震基準で建築されている建物が多く、利活用するため

には、必要な性能確保や各種基準への適合が求められます。 

・単に空家の活用を促進していくだけでなく、松本らしい街なみや景観の保全

にもつなげていく視点が必要です。 

・住宅の用途に供されていた空家等を店舗等として活用しようとする場合に

建築基準法や消防法など法令上の対応が生じる場合がありますが、空家等の活
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用希望者の理解が不十分なため、関係法令に不適格なまま活用される可能性が

危惧されます。 

・今後、世帯数の減少が見込まれていることから、個々の空家すべてを中古住

宅として流通させていくことは数量的に困難となっています。 

・活用できる空家の情報が少ないため、利用者への情報発信が不足しています。 

・空家等対策を「個人の責任」だけでなく「地域の資源」としても捉えていく

視点も必要です。 

 

課題４  管理不全な空家等の解体への対応 

・利活用や管理されていない状態が長くなると、建物の老朽化が進行し、損傷

等が目立つようになり、特定空家等になってしまいます。解体費用が負担とな

り、そのまま放置されてしまうことを防ぐため、解体への支援策や費用を抑え

る工夫について検討する必要があります。 

 

課題５  相談窓口の周知や情報発信の不足 

・空家所有者、近隣住民等が誰に相談して良いか分からず、そのまま放置され

ている現状を踏まえて、総合相談窓口や空家に関する様々な情報を発信できる

機会などを増やしていくことが必要です。 

・空家所有者等の個々の課題に対応するため、専門家団体と連携した相談体制

の整備が必要です。 
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第３章  空家等対策の基本方針 

 

１ 基本方針 

 

  以下の５つの基本方針の下、総合的かつ計画的に空家等対策を推進します。 

 

 

基本方針１：空家の発生予防 

  所有する建築物が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空家となら

ないよう、発生の要因や、住宅資産として活用する方法、適切な管理が行われ

ないことにより生じる問題等を周知し、空家としないように備えることの必

要性等の啓発を進めます。また、まち

づくりの視点から、地域に適切に管理

されていない空家を発生させにくい

環境づくりを進め、地域活性化を図り

ます。 

 

 

基本方針２：空家の所有者等への適切な管理の促進 

空家は個人の資産であるため、所有者等に管理責任があり、適切に管理しな

ければならないことや、将来的に所有者等

が不在とならないように、予め備えが必要

であること等を広く所有者等に周知しま

す。 

また、適切な管理が行われていない空家

が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及

ぼすことがないよう、快適な住環境の保全

を目指します。 

 

基本方針３：空家利活用の促進 

  建物の状態や所有者等の意向により最も適した活用方法は、個々の空家に

よって様々に異なります。しかし、所有者等の多くは不動産や法律に関する知

識や情報が少なく、どうしたら良いか分からないケースも多くあります。 
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利活用が可能な空家については、所有者等の意

欲を喚起し、空家を中古住宅として適切に流通さ

せる仕組みを検討します。 

更に、地域の資源として有効活用するなど、空

家の利活用に向けた具体的施策を検討します。 

また、空家を利活用することにより、移住定住 

 を促進します。 

 

 

 基本方針４：管理不全な空家への対策 

  周囲の生活環境に悪影響を及ぼしている空家や、今後、何らかの悪影響を及

ぼす可能性のある空家については、市民の安心・安全な暮らしを守るために、

早期の問題解決を図る必要があります。 

本市では、こうした問題のある空家等について、

法に基づく「特定空家等」として判定を行うととも

に所有者等へ適切な管理の働き掛けを行うなど、問

題解決のための対策を講じます。また、除却以外に

解決方法がないケースについては、所有者自身によ

る自発的な除却を促すために、国が実施している除

却費用の助成制度等を活用した本市の助成制度を

検討します。 

 

 

基本方針５：空家等対策に係る体制の整備 

空家の適切な管理、利活用及び相続など空家に関する市民、所有者等からの

相談や問い合わせに対応し、多岐にわたる問題の解決に取り組むため、総合相

談窓口の建設部都市政策課を中心に、庁内の空家対策関係課、専門家団体との

連携による体制の整備を行います。 
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第４章  実施体制と具体的施策 

 

１ 実施体制 

 

空家等の問題に関しては、多様な形態があり、問題解決のためには、様々な

ケースに合わせた対応をするために、庁内の関係部署による連携が必要不可欠

となります。総合相談窓口を建設部都市政策課に設け、情報の一元化や、手続

き、対応の流れを明確にするため、各課の業務内容と役割分担を明確にし関係

部署が連携し対応します。 

 

空家対策関係各課 業務内容 

建設部 都市政策課 ・空家対策全般の総合窓口 

・空家等対策計画の策定 

・空家調査及びデータベース化 

・民間事業者等との連携 

・被相続人居住用家屋等確認書交付 

・空き家バンクに関すること。 

住宅課 ・三世代家族支援事業に関すること。 

建築指導課 ・特定空家等判断基準マニュアルの作成 

・特定空家等の調査 

政策部 政策課 ・民間事業者等との連携研究 

都市交流課 ・移住定住相談窓口による空家の紹介 

・空き家バンクに関すること。 

財政部 資産税課 

納税課 

・固定資産税情報の提供 

・特定空家等指定に伴う固定資産税等の住宅用地

特例の解除 

・相続登記推進の取組み（法務局との連携） 

・財産管理人制度の運用の検討 

地域づくり部 地域づくり課 ・地域づくりセンター等における早期の情報収集 

環境部 環境保全課 ・「空き家等適正管理に関する条例」（以下「条例」

という。）の改正 

・条例及び法に基づく管理不全空家等の適切な管

理 

表 庁内体制  
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法第７条第１項の規定に基づき、計画の作成及び変更並びに実施に関する協

議を行うため、幅広い分野で専門的な視点から意見等の聴取を行うことを目的

に松本市空家等対策協議会を設置します。 

 

表 委員構成 

分 野 団 体 名 

市  長 松本市長 

文  化 国立大学法人信州大学 

法  務 長野県弁護士会松本在住会 

法  務 長野県司法書士会 

建  築 一般社団法人長野県建築士会松筑支部 

建  築 一般社団法人長野県建築士事務所協会松筑支部 

不 動 産 一般社団法人長野県宅地建物取引業協会中信支部 

不 動 産 公益社団法人全日本不動産協会長野県本部 

福  祉 社会福祉法人松本市社会福祉協議会 

経  済 松本商工会議所 

地域住民 松本市町会連合会 

地域住民 空家の活用に取り組んでいる団体 

行  政 松本警察署 

行  政 松本広域消防局 

行  政 長野県松本建設事務所 

行  政 長野地方法務局松本支局 

 

 

 

 

 

・特定空家等の調査 

・財産管理人制度による特定空家等解体の検討 

健康福祉部 高齢福祉課 ・シルバー人材センターとの協定による管理不全

空家の防止及び施策に関する啓発 

商工観光部 商工課 ・空き店舗活用事業の推進 



 

－ 21 － 

 

第４章 実施体制と具体的施策 

２ 具体的施策 

 

 

⑴  空家の発生予防 

  ア 所有者等への意識啓発や空家等に関する情報提供（新規） 

空家に関する問題の発生を防ぐために、所有者等の責務、法の概要、空

家等への対処の仕方及び専門家団体窓口の案内を掲載した啓発チラシ、パ

ンフレット等を作成し、市役所、地域づくりセンターの窓口、専門家団

体において配布することで、情報提供・意識啓発を行います。また、市 

ホームページや広報紙で情報発信を行います。 

   

イ  専門家団体と連携した相談体制の構築 （新規） 

   空家の相談は多岐にわたるため、不動産、建築、法務等の専門家団体と

連携し総合的な相談会を検討します。また、これからの空家発生を予防す

るために、高齢者世帯等に対し資産管理に関するセミナーなどを民間団体

と連携し開催していきます。 

 

  ウ  相続登記の重要性を周知する仕組みづくり（新規） 

    近年、相続登記が行われないことで所有者等の把握が困難となっている

所有者不明の土地問題が顕在化しており、適切な管理がされずに放置され

る空家の増加の一因にもなっています。土地・家屋の権利関係や登記の変

更等の重要性について、所有者に助言・相談を行う体制を本市と法務局と

の連携により整備します。 

 

エ  耐震診断や耐震改修への支援（継続） 

旧耐震基準で建設された木造住宅等、建築時期の古い住宅の耐震診断や 

耐震改修に対する補助を行い、既存の住宅に長く住み続けられるようにす

るための支援を行います。 

 

 

⑵  空家所有者等への適切な管理の促進 

ア 松本地域シルバー人材センターとの協定による空家管理（継続） 

松本地域シルバー人材センターとの協定による空家管理を継続してい 

きます。 
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イ 納税通知書を活用した所有者等への空家の適切な管理の通知（新規） 

固定資産税等の納税通知書を活用し、空家等の適切な管理を促すための 

   お願いや、様々な情報を発信することで、建物所有者等に向けて啓発を行 

います。 

 

   ウ 季節に応じた適切な管理の注意喚起（新規） 

    これまでに行政指導等を受けた空家等の所有者や管理者に、夏期の樹木

繁茂や冬期積雪時による倒壊予防に関しての注意喚起の文書を送付する

など、季節に応じた対応をします。 

 

 

⑶  空家利活用の促進 

ア 空き家バンクの利用（新規） 

空き家バンクとは、主に自治体や自治体から委託を受けた団体によっ 

て運営され、空家の所有者と利用希望者のマッチングを行う仕組みです。 

空家の中古住宅としての流通促進を図るため、利用者にとって使いやす 

い空き家バンクの構築を検討します。また、登録に関わるインセンティブ 

の付与について検討します。 

 

  イ 専門家団体と連携した相談体制の構築（新規） 

空家等の利活用や管理、相続などについて、不動産、建築、法務等の専 

門家団体と連携した相談会を検討します。 

 

  ウ 地域の交流の場づくりとしての利活用（新規） 

    空家を地域の活性化に資する交流施設などの住居以外の用途にも活用

できる仕組みを検討します。 

また、立地適正化計画に掲げる都市機能の集積を図る施策の一つとし

て、地域の活性化につながるような空家の跡地に関する活用を検討しま

す。 

 

  エ 民間事業者と連携した利活用（新規）（継続） 

    宅地建物取引業法の改正により、安心して既存住宅を流通させること

を目的に、平成３０年４月から、中古住宅等の取引きの際、重要事項説明

にインスペクションの項目が加えられたことから、不動産関係団体と連

携して、制度の案内・啓発を行います。また、長野県が推進する信州まち 
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なかリノベーション推進事業として行ってきた、空家見学会を継続し利

活用に繋げます。 

 

  オ 空き店舗等の活用（継続） 

    松本市商店街空き店舗活用事業及び松本市空き工場等活用事業による

家賃補助を継続します。 

 

  カ 新たな住宅セーフティネット（新規） 

    高齢者、子育て世帯、低所得者など住宅の確保に配慮が必要な方に対し、

空家を賃貸住宅として供給することを目的とした国の制度の活用を検討

します。 

 

  キ 各種支援制度を活用した空家等の利活用支援（新規） 

    国では、活用可能な空家等について利活用を推進するため各種制度を

設けています。本市においても国の空家等に対する支援制度を活用し、利

活用を支援します。 

 

 

⑷  管理不全空家への対策 

ア 措置の方針 

管理不全で周辺住民への影響が大きい空家等について、法、建築基準

法、消防法、道路法、災害対策基本法などに基づき、必要な措置を講じま

す。 

なお、措置を講じる前に、所有者等に空家等の現状を伝えるとともに改

善を促し、所有者自らによる解決を目指します。 

また、措置については、周辺の生活環境を保全する上で、必要かつ合理

的な範囲で実施することとします。 

 

イ 措置の内容 

   〇 措置の対象となる空家等 

本市が措置を講ずる空家等は、法第２条第２項に規定する「特定空家 

等」とします。 
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〇  法に基づく措置  

措 置 内     容 

立入調査 

（法第９条第２項

から第５項） 

法第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要

な限度において、危険空家等について調査の必要が認めら

れる場合は、ガイドライン（平成２７年５月２６日付け国

住備第６２号・総行地第７６号）第３章２に記載する手続

きにより、所有者に対し法第９条第２項から第５項までの

規定に基づき「立入調査」を実施します。 

助言又は指導 

（法第１４条第１

項） 

特定空家等と認定された場合で所有者による適切な管

理が必要と判断した場合は、ガイドライン第３章３に記載

する手続により、所有者に対し法第１４条第１項の規定に

基づき「助言又は指導」を実施します。 

勧 告 

（法第１４条第２

項） 

助言又は指導を実施しても特定空家等の状態が改善さ

れないと認めるときは、ガイドライン第３章４に記載する

手続きにより、所有者等に対し法第１４条第２項の規定に

基づき「勧告」を実施します。 

なお、勧告を行った場合には、固定資産税等の住宅用地

特例の除外を行います。 

命 令 

（法第１４条第３

項） 

勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措

置をとらなかった場合は、法第１４条第３項に基づき所有

者等に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措

置をとることを「命令」します。 

なお、「命令」を行う際は、法第１４条第４項から第８

項に基づき手続きを進めます。 

行政代執行 

（法第１４条第９

項） 

命令を受けた者が、その措置を履行しないとき、履行し

ても十分でないとき又は履行しても期限までに完了する

見込みがないときは、ガイドライン第３章６に記載する手

続により所有者に対し、法第１４条第９項の規定に基づき

「行政代執行」を実施します。 

略式代執行 

（法第１４条第 

１０項） 

法第１４条第３項に基づく措置を命ぜられるべき者を

確知することができない場合は、ガイドライン第３章７に

記載する手続により、法第１４条第１０項の規定に基づき

「略式代執行」を実施します。 

※  代執行に関しては、空家等対策関係各課を含めた関連部署と十分検 

討・協議を行い、また、その妥当性について協議会の意見を聴いた上 

で、実施するかを判断します。 
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【特定空家等に対する措置の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民等からの通報等 

現地調査等、所有者調査 

立入調査（法第９条） 

特定空家等と認定 

 

空家等と判断 

助言又は指導（法第１４条第１項） 

勧告（法第１４条第２項） 

命令（法第１４条第３項） 

行政代執行（法第１４条第９項） 

略式代執行 

（法第１４条第１０項） 

立入調査の場合、所有者 

等へ事前通知 

空家等の適切な管理を促進 

（法第１２条） 

繰り返し助言・指導を行い所有者等に改善 

を促す。 

固定資産税等の住宅用地 

特例の適用除外 

所有者等へ当該措置に係る費用を請求 

 

過
失
な
く
所
有
者
等
を
確
知
で
き
な
い
場
合 
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ウ 特定空家等の判断基準 

特定空家等に対する措置に当たっては、ガイドラインに示された特定

空家等について、市特定空家等判断基準マニュアルに基づき、損壊の程度、

市民の生活環境に及ぼす程度等を十分に勘案し、総合的に判断します。 

 

エ 空家等の管理に係るサポート体制の充実 

    特定空家等の管理不十分な空家等の除却に対し効果を検証し補助につ 

いて検討します。 

 

オ  所有者等の特定 

実態調査や市民等から寄せられた空家等の所有者等を特定するため、

土地・建物登記事項証明書や住民票、戸籍謄本、固定資産税課税台帳（法

第１０条）など様々な情報を活用します。所有者等が死亡している場合

は、法定相続人について調査し、所有者等の特定を進めるとともに、周辺

住民や町会に聞き取り調査を行い、所有者等の情報収集に努めます。 

 

カ 所有者等が不明などの場合の対応 

  「過失なくその措置を命ぜられるべき者を確知することができない（法

第１４条第１０項）」とは、以下のケースが考えられます。 

  ・未登記建物など、所有者を特定できない場合 

  ・死亡した所有者に相続人がいない場合 

  ・法定相続人全員が相続放棄をした場合 

  ・所有者等が行方不明の場合 

  このような状態の特定空家等が、地域住民や第三者の生命、身体又は財

産に著しい危険を及ぼす可能性があり、その状況が切迫している場合は、

必要に応じて市が応急的に最小限で対応する緊急安全措置や、解体などの

略式代執行を行います。  

 

キ 財産管理人制度の活用についての検討 

特定空家等に判断され倒壊等若しくは保安上危険となるおそれのある 

状態により市道に影響のある空家等で、所有者の相続人がいない場合や

調査によっても所有者等が不明な空家等に対し、相続財産管理人※１や不

在者財産管理人※２の制度の活用について個別に検討します。 

※１ 相続人のあることが明らかでない場合（相続人が全員相続放棄し

た場合を含む。）、家庭裁判所は申立てにより、相続財産の管理人を選

任し、相続財産管理人により財産の管理清算が行われる制度 
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※２ 土地所有者等が不在者である状態で、不在者の所有する財産の売

却処分などを行う必要がある場合、家庭裁判所は申立てにより、不在

者財産の管理人を選任し、不在者財産管理人により財産の管理清算

が行われる制度 

 

ク 民法の規定による対応手法についての助言 

周辺の生活環境の影響によっては、行政が関与すべき事案でない場合

があります。また、特定空家等に該当せず、行政による勧告や命令が行わ

れない場合には、所有者等の自主的改善を待つこととなり長期化するこ

とがあります。土地の所有者に基づく妨害予防請求権※や民法２３３条に

基づき越境した木の枝の切除を求めるなど、空家隣接者の直接的な手法

による解決方法について、相談者に助言します。 

※  土地の所有権が侵害されることを、事前に阻止するために、相手方に 

措置を求めること。 

 

(5)  空家等対策に係る体制の整備 

空家等の問題は多岐にわたることから、総合相談窓口を中心に庁内の関

係部署と連携し、空家等対策に取り組んでいきます。 

また、法第７条第１項の規定に基づき、計画の作成及び変更並びに実施

に関する協議を行うため松本市空家等対策協議会を設置し、幅広い分野の

専門的な視点から意見の聴取を行います。 

 

 

 ◎ 施策を進めるに当たり国の空家・空室利活用等支援制度を有効に活用する 

ことを検討します。 

<主な制度> 

  〇 空き家再生等推進事業（空家等の活用・除却等） 

  〇 空き家対策総合支援事業（空家等の活用・除却等） 

〇 地域優良賃貸住宅制度（既存住宅を活用した地域優良賃貸住宅の供給）  

  〇 民間賃貸住宅や空家を活用した新たな住宅セーフティネット制度 

〇 スマートウェルネス住宅等推進事業（サービス付き高齢者向け住宅整 

備事業） 

  〇 暮らし・にぎわい再生事業（公益施設を含む建築物の整備等の支援） 



 

－ 28 － 

 

第５章 計画の推進 

第５章 計画の推進 

 

１ 計画の公表 

 

⑴  計画の公表 

本計画は、本市のホームページ等により公表します。 

 

２ 計画の進行管理 

 

⑴  計画の進行管理と検証 

本計画の取組状況については、本市空家対策関係各課で行う「空家等庁

内対策会議」並びに、計画運用の協議を行うために組織した、「松本市空家

等対策協議会」で定期的な検証をするとともに、同協議会の審議を経て計

画の内容等の見直しを行うこととします。 

   空家等対策を推進するため、ＰＤＣＡサイクル（計画→実施・実行→点

検・評価→見直し・改善）による進行管理を行い、取組結果や効果を検証

及び評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

見直し・改善 

Check 

点検・評価 

 

Plan 

計画 

 

Do 

実施・実行 
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⑵  指 標 

    施策ごとに指標を設定し、目標の達成を目指します。 

 

施  策 指  標 

現  況 

平成３０年度 

（２０１８年度） 

目  標 

平成３５年度 

（２０２３年度） 
目標数値の根拠 

数値 数値 

 

１ 空家等対策の基

本方針について 

 

空家等の数 

 

２，８３９ 

戸 

 

２，５５６ 

戸 

予防、適切な管理、利

活用の促進を促し、

１割減を目標としま

す。 

２ シルバー人材セ

ンターとの協定に

よる空家管理 

空家管理回数 

（同一空家の複数

回管理を含む。） 

 

１９１回 

 

１９１回 

 

空家を増やさない施

策により現状維持 

 

３ 専門家と連携し

た空家相談 

 

相談件数 

 

 

０件 

 

１２０件 

 

１０件×１２カ月を

目標 

４ 空き家バンクの

利用 

空き家バンク

登録件数 
７件 ４２件 

現況の５倍増を目標

とします。 

現況７件＋３５件（現

況７件×５倍） 

登録物件の成

約数 
２件 ２１件 

登録の５割を成約目

標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

松本市空家等対策計画 
平成３１年３月 

松本市建設部都市政策課 

〒390-8620 

長野県松本市丸の内３番７号 

電話 ０２６３－３４－３０００（代表） 


